
 

 「死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令の一部を改正する省令」

の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について 
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 今般制定した「死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令の一部を改正する省

令」については、行政手続法（平成５年法律第 88 号。以下「法」という。）第 39 条第

４項第８号に該当することから、法第 39 条第１項に規定する意見公募手続を実施しな

かったため、その旨御報告します。 


